
                               議案第１号  

 

       専 決 処 分 事 項 の 承 認 に つ い て        

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和   

５年度鹿沼市一般会計補正予算（第１０号）について、別紙のとおり専決処分をし

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和６年２月２０日提出  

                     鹿沼市長 佐 藤  信      



                               専決第３号  

 

            専  決  処  分  書             

 

       令和５年度鹿沼市一般会計補正予算（第１０号）         

       について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分をする。 

  令和６年１月３１日 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      



       令和５年度鹿沼市一般会計補正予算（第１０号）        

 

 令和５年度鹿沼市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 384,750 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,266,187 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 

                                                 

 



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入 (単位：千円)

15 国庫支出金 8,482,527 384,750 8,867,277

2 国庫補助金 3,354,313 384,750 3,739,063

44,881,437 384,750 45,266,187

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位：千円)

3 民生費 16,958,882 384,750 17,343,632

1 社会福祉費 8,866,389 384,750 9,251,139

44,881,437 384,750 45,266,187

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



第２表 繰越明許費補正 

                                        （単位：千円） 

款     項     事  業  名 金  額 

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 物価高騰緊急支援給付金給付事業 383,366 
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